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別紙５－１ 

 

特定器材マスターの「金額種別」 

 

金額種別は項番１２「新又は現金額」又は項番１８「旧金額」に設定した特定器材の価格等から請求

点数を計算するための情報である。 

 

１ 「新又は現金額」の「金額種別」 

⑴ 「１：金額（整数部７１０桁、小数部２桁）」 

項番１２「新又は現金額」に、材料価格基準に規定する特定器材の価格等を設定していることを

表す。 

⑵ 「２：購入価格」 

当該特定器材の材料価格は、保険医療機関又は保険薬局の購入価格であることを表す。 

項番１２「新又は現金額」には、「０.００」を設定し、電子レセプトに当該特定器材コードと

併せて保険医療機関又は保険薬局の購入価格を記録する。 

⑶ 「５：％加算」 

「６歳未満の乳幼児に対する胸部又は腹部単純撮影時のフィルム料（１．１倍）」及び「酸素補

正率（１．３倍）」の材料価格に加算する割合を表す。 

項番１２「新又は現金額」には、加算割合（百分率（○○／１００））の分子を設定する。 
 

(参 考) 項番１２「新又は現金額」の記録例 

・ フィルム料（乳幼児）加算…………「１０.００」（１０％加算） 

・ 酸素補正率１．３（１気圧）………「３０.００」（３０％加算） 
 

⑷ 「９：乗算割合」 

高気圧酸素治療を行った場合に、気圧数を記録するための特定器材コードであることを表す。 

項番１２「新又は現金額」には、「０.００」を設定し、電子レセプトに当該特定器材コードと

併せて気圧数を記録する。 

 

２ 「旧金額」の「金額種別」 

⑴ 「０：材料価格基準改定又はそれ以降に新設された特定器材」 

新規に設定した特定器材であることを表す。 

⑵ 「１：金額（整数部７１０桁、小数部２桁）」 

項番１８「旧金額」に、材料価格基準改定前の特定器材の材料価格を設定していることを表す。 

⑶ 「２：購入価格」 

当該特定器材の材料価格は、保険医療機関又は保険薬局の購入価格であることを表す。 

項番１８「旧金額」には、「０.００」を設定する。 

⑷ 「５：％加算」 

「６歳未満の乳幼児に対する胸部又は腹部単純撮影時のフィルム料（１．１倍）」及び「酸素補

正率（１．３倍）」の材料価格に加算する割合を表す。 

項番１８「旧金額」には、加算割合（百分率（○○／１００））の分子を設定する。 

⑸ 「９：乗算割合」 

高気圧酸素治療を行った場合に、気圧数を記録するための特定器材コードである。 

項番１８「旧金額」には、「０.００」を設定する。 
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別紙９－２ 

 

点数計算 

 

１ 「％減算」の点数計算の例 

 複数の医療機関から交付された処方箋を同時に受付けた場合、当該処方箋のうち、受付が２回目以

降の調剤基本料は、処方箋の受付１回につき所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。 

 

① 調剤行為マスターの設定内容 

調剤行為 

コード 
漢字名称 

新又は現点数 

点数識別 

新又は現点数 

(基本点数) 

410004110 調剤基本料１ 3：点数（プラス） 42.00 

460000980 調剤基本料（１００分の８０） 6：％減算 80.00 

 

② 電子レセプトの記録内容 

レコード 

識別情報 
調剤料コード 点数 加算料コード 点数 

ＫＩ 410004110 42 460000980 8 

 

③ 点数計算式（減算する点数の計算式） 

             ８０ 

  ４２点 ― （４２×―――――） ＝ ８．４点（四捨五入） ＝ ８点 

            １００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


